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伊佐市農業委員会第 13 回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年３月 27 日（金）午前 9 時 00 分から 11 時 05 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （23 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 11 番推進委員

3 番委員 9 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

4 番委員 10 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

5 番委員 11 番委員 4 番推進委員 14 番推進委員

6 番委員 12 番委員 7 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 8 番推進委員

     

４．欠席委員  （4 人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  ３番委員    ４番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「非農地証明願」について 

議案第６号「別段の面積（下限面積）」の決定について 

議案第７号「職員の任免」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長 

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

おはようございます。只今より、令和元年度 第１３回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

鹿児島県もついにコロナウイルスの感染者が１名出たということで昨日

発表がありました。イギリスから姶良に帰省された方でその方を迎えに行っ

た方が感染していないか検査を行っている状況のようです。 

このコロナウイルスについては経済的にも非常に頻拍する件も起きてい

ますので、皆さん方、体に十分気を付けて活動をしていただければありがた

いと思います。 

先日、市職員の異動内示が発令され、農業委員会の職員も該当者がありま

した。追加案件で職員の任免について協議をしてもらいます。 

本日は、出席人数は１２名で規定に達しておりますので、総会は成立いた

します。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

３番農業委員と４番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１「農地法第１８条第６項の規定

による通知」をお願いいたします。 

 

資料は１ページをご覧下さい。 

報告１「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきまして、資料

の１ページから１２ページになります。 

農地法による解約が１件、田１筆です。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が４５件、田１０

４筆、畑２１筆です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し、委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 なしということですので、報告２「農地の利用目的変更」についてお願い
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

いたします。 

 

１３ページをお開き下さい。 

報告２「農地の利用目的変更」につきまして、去る３月１３日に事務局

で現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請者は、伊佐市大口篠原に居住されています ＹＭさんで、年齢は７

３歳です。 

申請地は、伊佐市大口篠原字榎田１２６６番３と字篠原２０８１番２で、

地目は田、地積は２筆合計２，９４６㎡で、篠原自治会館から北西へ約４５

０ｍに位置しています。 

申請地は国土調査時に、それまでの水路がなくなり水田としての機能が

失われ、２０８１番地２には野菜が作付けされ、また、１２６６番３は果樹

が植栽してあり、今後も水田としての利用が望めないため畑に地目を変更す

るものであります。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたしま

す。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し、委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定の

うち、所有権移転について説明いたします。 

１４ページをご覧ください。 

番号１の譲渡人は、伊佐市大口針持に居住されている ＳＴさんです。 

譲受人は、伊佐市大口針持に居住されている 認定農業者の ＹＹです。 

経営面積は田１４，１１５㎡、畑１，６０４㎡、合計１５，７１９㎡を耕

作されています。 

土地の所在地は、伊佐市大口針持字二反田１８６０番１で、地目は田、地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

積は２，５９２㎡で、針持小学校から西へ約１．５ｋｍに位置し、圃場整備

された田です。 

続きまして番号２については、１月総会でも若干説明しましたが、この２

番については農地保有合理化団体が行う農地売買等の事業です。 

この事業は農地保有合理化団体が購入予定者に代わり、農地所有者に売買

代金を支払い、一定期間農地を保有しこの間は農地購入予定者に貸し付けら

れ、一定期間後購入予定者に譲り渡す事業となっております。３作した後に

Ｓ農園さんが購入される予定となっております。  

譲渡人は、伊佐市大口山野に居住されている ＨＫさんです。 

譲受人は、鹿児島市名山町に事務所を置く 公益財団法人 Ｋ地域振興公

社です。農地保有合理化団体となっております。 

土地の所在地は、伊佐市大口山野字垣内２０７２番３外３筆で、地目は田、

地積は４筆合計５，６９３㎡で、大口夢さくら館より北西へ約８００ｍに位

置し、圃場整備地域内にあり良く管理された田です。 

 続きまして、貸借について説明いたします。 

２６ページをご覧ください。 

期間は１年から２０年で、面積は田２１５,４６５㎡、畑３０，１２８㎡

の計２４５,５９３㎡です。利用権を設定する者の数５８名、利用権の設定

を受ける者の数４３名です。 

土地の詳細につきましては、１５ページ番号１から２５ページ番号６３の

とおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。 

 皆さんご意見、質問はございませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

については決定いたしました。 

 



 5 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について提

案いたします。 

整理番号１７番については、取下げ申請が提出されました。 

整理番号１番から１９番まで一括で報告をお願いします。 

ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１番につきまして、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私

８番が報告いたします。 

申請人 ＨＨさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は８２歳です。 

渡し人 ＭＫさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、年齢は６４歳です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字堂ノ脇８００番１１外２筆で、地目は田、地

積は合計２，９２７㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、２５２，６０８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、９番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号２番につきまして、去る３月２４日現地調査を行いましたので、私９

番が報告いたします。 

申請人 ＮＲさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は６９歳です。 

渡し人 ＩＨさんは、姶良市平松に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字コモ古川４０１番１外２筆で、地目は田、地

積は合計４，４７６㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は、１４９，２５０㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．７ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいしまして、私の報告を終わり

ます。 

  

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号３番につきまして、去る３月２４日に現地調査を行いましたので、私

５番が報告いたします。 

 申請人 ＡＨさんは、出水郡長島町に居住され、年齢は４１歳です。 

渡し人 ＡＮさんは、出水郡長島町に居住され、年齢は６８歳です。２人

は親子で、外１名は熊本県在住の ＮＴさんです。 

申請地は、伊佐市大口平出水字折小野１９６１番外１筆で、地目は田、地

積は合計５，１１３㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は今回の贈与分５，１１３㎡で取得可能面積です。農業従

事者は３名で、通作距離は約６０ｋｍで、現況は良く管理された農地で、申

請人母の実家であり、今まで親子で耕作されていました。経営意欲はあり、

農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る３月２４日に現地調査を行いましたので、

私９番が報告いたします。 

申請人 ＨＫさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＫＹさんは、神奈川県横浜市栄区に居住され、年齢は８８歳で

す。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字竹下３４６０番２で、地目は畑、地積は２

７８㎡、同じく字小俣後３５８６番１で、地目は田、地積は４３６㎡の地積

合計７１４㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５８，２５３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意欲はあり、農機具等は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番、６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号５番について、去る３月１９日に現地調査を行いましたので、私１０

番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は５８歳です。 

渡し人 ＢＡは、佐賀県鳥栖市本町に所在され、年齢は５４歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字中村１１３４番１で、地目は田、地積は２

５９㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１５，３５０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局の報告を

終わります。 

続きまして、整理番号６番について、去る３月１９日に現地調査を行いま

したので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＳＩさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＧＴさんは、伊佐市大口大田に所在され、年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字ツツジ山２０４５番１で、地目は畑、地積は

１，８２３㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は、総会資料２４ページの番号６２番に報告がある利用権

設定１，６６５㎡と、今回の取得面積１，８２３㎡と合わせ３，４８８㎡と

なり取得可能面積であります。農業従事者は１名で、通作距離は約５ｋｍ

で、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり、農機具等は完備さ

れております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、事務局の報告を

終わります。 

 

整理番号７番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号７番について、去る３月２５日に現地調査を行いましたので、私６番

が報告いたします。 

申請人 ＤＩさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＤＨさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字東迫４１８番２外３筆で、２筆が地目は田で

１筆は畑、田地積は１，９２５㎡と畑地積７０４㎡で、４筆合計２，６２９

㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は１６，２３２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約８．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号８番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号８番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私８番

が報告いたします。 

申請人 ＴＨさんは、宮崎県都城市郡に居住され、年齢は７３歳です。 

渡し人 ＴＭさんは、熊本県天草市河浦町に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字小城７１６番で、地目は田、地積は３７７㎡

で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は５，０５９㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

２名で、申請人 ＴＨさんの実家より約５０ｍで、現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

整理番号９番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号９番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私４番

が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６０歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字高野原１３９７番外３筆で、地目は畑、地積

は合計２，４６２㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３０，２３４㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は３名で、通作距離は０．６ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１０番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１０番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私５

番が報告いたします。 

申請人 ＵＭさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は７９歳です。 

渡し人 ＡＡさんは、東京都八王子町に居住され、年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字内村３０９７番で、地目は田、地積は４１７

㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は１１，３３１㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は０．１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 
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議 長 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

整理番号１１番、１２番、１３番について、３番農業委員の報告を求めま

す。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１１番、１２番、１３番について、去る３月２３日に現地調査を行い

ましたので、私３番が報告いたします。 

整理番号１１番の申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢

は６６歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、鹿児島市南林寺町に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口田代字上前田８３７番１で、地目は田、地積は４７

６㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は２４，４９９㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

続きまして、整理番号１２番について申請人 ＩＳさんは、伊佐市大口田

代に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、鹿児島市南林寺町に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口田代字下前田８４８番外１筆で、地目は田と畑で、

地積は合計６２５㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１１，９８４㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

続きまして、整理番号１３番について申請人 ＵＭさんは、伊佐市大口金

波田に居住され、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、鹿児島市南林寺町に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口田代字上前田８３７番５外１筆で、地目は田、地積

は合計９６０㎡の所有権移転売買です。 

受人の経営面積は３，５８０㎡で取得可能面積であります。農業従事者は

２名で、通作距離は約１２．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により整理番号１１番、１２番、１３番は農地法第３

条第２項の各号に該当しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１４番について、６番農業委員の報告を求めます。 
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６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１４番について、去る３月２５日に現地調査を行いましたが、申請人

の株式会社 Ｙは、３月１日から３１日までコロナウイルス予防のため、休

業で現地調査ができなかったので、次の４月まで保留とさせていただきたい

と思います。 

現場を見ましたが、場所がはっきりせず申請人がいないと確認できない事

から保留にしました。 

 

整理番号１５番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１５番について、去る３月１８日に現地調査を行いましたので、私１

１番が報告いたします。 

申請人 ＴＡさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は５８歳です。 

渡し人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は８６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字川原田８６番２外４筆で、地目は田、地積は

合計７，６８４㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は今回の贈与分７，６８４㎡で取得可能面積であります。

農業従事者は１名で、通作距離は０．７ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１６番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１６番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私７

番が報告いたします。 

申請人 ＯＫさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＮＫさんは、大阪市東淀川区に居住され、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字立山１２１５番２で、地目は畑、地積は３２

９㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は議案第１号の番号５８の利用権設定分２，９４２㎡と今

回の売買分３２９㎡の合計３，２６１㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１名で、通作距離は１２．０ｋｍで、現況は不耕作地です。経営意欲
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

推 進 委 員 

 

 

はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１８番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１８番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私２

番が報告いたします。 

申請人 ＴＳさんは、伊佐市大口上町に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字井手原４３８番１で、地目は田、地積は８５７

㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１２，５５６㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は１．０ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１９番について、この議案は７番農業委員が譲受人になっていま

すので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事に参与で

きませんので議案の審議から終了まで退席をし、議案終了後、入室、着席を

お願いします。 

 

（「７番農業委員」退席。） 

 

１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、整

理番号１９番について、去る３月２３日に現地調査を行いましたので、私１

２番が報告いたします。 

申請人 ＴＡさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は７２歳です。 
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議 長 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

事 務 局 

 

渡し人 ＫＨさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字大丸９５９番外３筆で、地目は田、地積は合

計８，９４５㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１９，６００㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はございませんか。 

 

（「はい」という声、多数あり。） 

 

 私の報告はこれでよかったんですかね。現地の確認はできなかったんです

けど。 

 

 直接、事務所の方に行かれたのですか。代理人で、行政書士が入らている

かと思いますので、行政書士の方には連絡されなかったんですか。 

 申請時点で、行政書士の話では整地し農地に戻して、薬草等の栽培をされ

るとのことだったんですが。 

 

 現況はそう簡単にできそうな場所ではなかったんですけど。 

 

 

 見た感じではそうなんですけど、だからと言って、ここはできないだろう

と、今の時点では難しいので、一概に荒れているから無理だというのは、代

理になり話をしたうえでそういう風に判断されたのであれば、そうなるかと

思います。代理人の方の話も聞かないで保留というのはいかがなものかなと

思います。 

 

 代理人の方が来られても、私が委任されていると言われてもわからないん

ですよね。 

 

 そういった事情であれば、事務局にご連絡いただければ、何か対応できた

のかなと思います。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 本来であれば、代理人さんがいますので、ご連絡していただいて申請地が

荒れている状態であれば、どういう風にして耕作できるようにしていくの

か、お話を聞いていただくのが第１段階だと思います。 

 今回の場合が、農業委員さんが見られてちょっと難しいと判断されて、そ

の判断でありますが、相手さん方の話を聞いていない部分もありますので、

今月ここでの判断は不可能だと思われますので、保留が妥当かと思います。 

 

 外にこのことについて、意見、質問はありませんか。 

 よろしいですか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から整理番号１９番について、１４番が保留、１７番が取下

げ、外１７件許可することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から整理番号１９番について、１４番が保留、１７番

が取下げ、外１７件許可が決定いたしました。 

 

ここで、７番農業委員の入室をお願いします。 

 

（「７番農業委員」入室） 

 

７番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数１９件について、１件の保留、１件の取り下げ、１７件の許可

が処分決定しました。 

  

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、整理番号

１番について６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、整理番

号１番について、去る３月２３日、申請人の代理人 Ｔ行政書士立会いのも

と、４番農業委員、１２番推進委員、私６番農業委員の３名で共同調査をし

ましたので、６番が報告いたします。 

当申請は、東京都豊島区池袋に所在する Ｎ株式会社 代表取締役 Ｓ

Ｔさんが、伊佐市大口宮人字牛田１９４２番４、地目は畑、地積は１，７５

０㎡に予定していた太陽光発電施設を、神奈川県横浜市神奈川区に所在する 

株式会社 ＨＷ 代表取締役 ＮＫさんが引き継ぐものです。 

太陽光発電施設事業ですが、パネル枚数は２７０枚、発電出力は４９．

５ｋＷを予定しています。 

所在地は、東側と西側は山林、南側は墓地、北側は太陽光発電施設で周

囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防

除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等が添付されて

おります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、決定いたしました。 

 

整理番号２番について、３番農業委員の報告を求めます。 
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３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、整理番

号３番について、去る３月２３日、申請人の代理人 Ｔ行政書士立会いのも

と、１３番農業委員、１３番推進委員、私３番農業委員の３名で共同調査を

しましたので、３番が報告いたします。 

譲渡人は、東京都豊島区池袋に所在する Ｎ株式会社 代表取締役 Ｓ

Ｔさんです。 

譲受人は、福岡県福岡市博多区に所在する 株式会社 Ｈシステム 代

表取締役 ＨＫさんです。 

理由としては、令和元年５月５日に許可後、譲渡人の事業遂行が困難に

なり、施工可能な譲受人へ継承及び譲渡を行うものです。 

申請地は、伊佐市大口青木字砂取ノ脇１０５４番２外２筆で、地目は田

２筆と畑１筆で、地積は田２筆計９８５㎡、畑６８８㎡の３筆合計１，６７

３㎡です。 

添付書類として、申請書、法廷添付書類一式、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、決定いたしました。 

 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、申請件数

２件について、２件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る３月２３日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１３番農業委員、３番推進委員、私３番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口堂崎に居住されている ＭＨさんで、年齢は４６歳

です。 

譲渡人は、大阪府堺市堺区山本町に居住されている ＹＺさんで、市外住 

民です。 

本申請は、所有権移転売買で、第３種農地で、転用目的は事務所及び駐車

場となっております。 

申請地は、伊佐市大口里字穂北山２８４番１外１筆で、地目は田、地積は

合計６２２㎡であります。 

所在地は、伊佐市医師会立准看護学校から東へ約５００ｍに位置し、南

側は宅地、東側も宅地、北側も宅地、西側は田であり、周囲に与える影響は

ないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

よって整理番号１番は処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る３月２３日、申請人の ＭＨさん

立会いのもと、２番農業委員、１５番推進委員、私５番農業委員の３名で共

同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口下殿に居住されている ＭＨさんで、年齢は３０歳

です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＨＫさんで、年齢は４１歳

です。 

本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は一般住宅となっております。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字外一町１０６２番２で、地目は畑、地積は４

７６㎡であります。 

所在地は、伊佐市営球場から西へ約２００ｍに位置し、東側は宅地、西

側は畑、南側も畑、北側は道路で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等

が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は処分決定いたしました。 
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議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号３番ついては、譲渡人死亡のため取下げ申請が提出されました。

整理番号４番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る３月２３日、申請人の ＮＹさん

立会いのもと、４番推進委員、私７番農業委員の２名で共同調査をしました

ので、７番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈川南に居住されている ＮＹさんで、年齢は３９歳

です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川南に居住されている ＮＳさんで、年齢は７５歳

です。 

本申請は、所有権移転贈与で、農地区分は第２種農地その他の農地で、転

用目的は一般住宅となっております。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字荒瀬６６８番１で、地目は畑、地積は５８４

㎡であります。 

所在地は、湯之尾橋から南東へ約５００ｍに位置し、四方は宅地に囲ま

れており、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓約書等

が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたし

ます。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につい

て、申請件数４件について、１件の取り下げ、３件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまして

去る３月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立合いのもと、５番農業委員、

１５番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が

報告いたします。 

申請人 ＡＫさんは、姶良市加治木町に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口大島字徳ケ島９８８番２外１筆で、地目は田、地積

は合計８３５㎡です。 

周囲の状況は、道路と宅地と田に隣接しており、非農地となった時期及び

理由として、平成の初め頃から耕作を放棄し一部は通路として利用されその

他の土地は雑草等が植生している状況です。 

所在地は、ＪＡの農機具センターから西へ約５００ｍに位置し、東側は田、

西側は宅地、南側は道路、北側は宅地となっています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまして

去る３月２３日、申請人の ＩＨさん立合いのもと、２番農業委員、１５番

推進委員、私５番農業委員の３名で共同調査をしましたので、５番が報告い

たします。 

申請人 ＩＨさんは、伊佐市大口鳥巣に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字上松２３９０番５で、地目は畑、地積は３７

４㎡です。 

園田自治会館より南へ約３００ｍに位置しています。 

周囲の状況は、東側が道路、西側が雑種地、南側も雑種地、北側が宅地と

なっております。 

非農地となった時期は、平成５年月日不詳で、原因は、平成５年に南側の

車庫、平成１７年に西側の車庫を建築したことによるものです。なお、令和

２年１月に南側の車庫を解体しています。現況は、全てセメントで塗り固め

た宅地となっております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性は

喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号３番につきまして

去る３月２３日、事務局立合いのもと、８番推進委員、１１番推進委員、私

１０番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたしま

す。 

申請人 ＢＡさんは、佐賀県鳥栖市本町に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字中村１１３１番で、地目は畑、地積は３７

８㎡です。 

非農地となった時期及び理由として、平成２年月日不詳より近所の知り合

い無償で貸していたが倉庫を建てられ、そのまま借主が返され倉庫を建てた

ままになっています。 

申請地の位置は、木ノ氏の内田工業より南へ約２００ｍで、北側は宅地、

東側は田、西側は田と道路、南側は田であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、所有者は

他県で生活しており農地性は喪失し、農地への復旧は困難であると判断しま

した。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号４番につきまして

去る３月２３日、申請人の ＭＨさん立合いのもと、８番推進委員、１１番

推進委員、私１０番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報

告いたします。 

申請人 ＭＨさんは、伊佐市大口篠原に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口篠原字土取９１２番外３筆で、地目は畑、地積は合

計８８５㎡です。 

非農地となった時期及び理由として、昭和５２月日不詳より農業用倉庫や

資材置場として整備をして、今後も耕作する予定がないことから非農地証明

を願い出るものです。 

申請地の位置は、大口高校より東へ約５００ｍで、北側は畑、東側も畑、

西側は宅地、南側は農道であります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、全体が農

業用倉庫と資材置場で農地性は喪失しており、農地への復旧は困難であると

判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出されて

います。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告を

終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見、質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号「非農地証明願」４件申請のうち、４件の許可が決定いたしま
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

事 務 局 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

した。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」農地第３条第

２項第５号の決定について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第６号「別段の面積（下限面積）」の決定についてご説明いたします。

平成２１年の農地法改正により、農業委員会が農林水産省令に定める基準に

従い、市町村の区域内の全部または一部について、これらの面積の範囲内で

別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示した時

は、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積として定めることがで

きる。とあります。 

伊佐市では平成２７年４月２０日より市内全域の下限面積を３０ａと定

め、また、平成２９年１０月１日より特例農地として、空家バンクに付属す

る農地を下限面積１㎡と定めています。 

令和２年度も引き続き、今年度と同様に運用させていただきたいと考えて

おります。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の説明がありましたが、伊佐市は平成２７年４月２０日より

３０ａ以上となっているわけですが、変更するか否かを委員の皆様にお聞き

したいと思います。 

意見のある委員の方は意見を申し出ていただけないでしょうか。 

 

空家バンクに付属する農地は、空家バンクに登録していなければだめなん

ですね。 

 

企画政策課の方に空家バンクの台帳がありまして、そちらの方に登録され

ている空家に付属する農地についてのみ、特例で扱うことになります。 

 

相対で空家を購入したいということで、話がまとまってそれに畑等が付随

してついていた時に、たとへばこのままではだめだということで、空家バン

クに登録してもらい、空家バンクとて売買を成立されることについては、そ

のような応用はできるんですか。 

 

このような場合もあるかと思いますが、正式な手続きとしましては空家バ

ンクの方に登録できるか、登録された場合そこに付随する農地であれば問題
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

はないかと思います。 

 

他にございませんか。 

よろしいですか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、「別段の面積（下限面積）」について、伊佐市は現

行のまま下限面積は、３０ａでよろしいですか。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第６号農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」農地法

第３条第２項第５号については、伊佐市農業委員会は３０ａとすることにい

たします。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「職員の任免」について、議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

別添の資料をご覧ください。 

議案第７号「職員の任免」について、令和２年４月１日付け人事異動につ

きまして、３月２３日伊佐市市職員の異動内示の発表がありました。 

 これに伴いまして、農業委員会等に関する法律第２６条第３号の規定によ

り、職員は農業委員会が任免することとなっておりますが、農業委員会事務

局も次の職員が異動になっております。 

 条例等の関係で、異動発表後の任免となることをご了承願います。 

 それでは発表いたします。 

 まず、転出につきまして、ＳＴ農地振興係係長が農政課へ異動です。 

 続きましてについて、農地振興係にＢＫ係長が地域総務課の市民窓口係か

ら転入になります。 

 異動は以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませ

んか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番事務局の説明のとおり任免することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第７号「職員の任免」については承認されました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の４５ページをお開きください。３月の月例報告をします。 

５日、３月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２７日、本日ですが第１３回

農業委員会の総会です。 

４月の行事予定ですが、９日に４月の定例常設審議委員会が鹿児島市であ

ります。 

２３日が現地調査です。２８日が令和２年度第１回の農業委員会総会を行

う予定です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

以上で、令和元年度 第１３回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長    会   長    

 

伊佐市農業委員    ３   番     

 

伊佐市農業委員    ４   番    

 

 

 

【終了時間  午前１１時０５分】 

 

  


